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指 名 停 止 措 置 状 況 書 

指名停止措置の概要 
 

1 指名停止措置業者： 住    所  福岡県京都郡苅田町大字稲光１３３３－１ 
          商号又は名称  株式会社みらい 

 
2 指名停止の期間：  

 令和６年１２月２６日から令和７年２月２５日まで（２ヶ月間） 
 
3 事実概要： 
  当該業者は、福岡県発注工事において、建設業法第２２条第２項の規定に違反し、元請業者から

工事を一括して請け負った。このことにより、令和６年１２月１２日付で、営業停止処分（１５日

間）を受け、１２月２６日（木）に福岡県庁にて指名停止が公表された。 
 
 
4 指名停止の理由： 

行橋市指名停止等措置要綱第３条（指名停止）第１項の別表第２（建設業法違反行為）の11の項

に該当する。 
従って、本件については、指名停止２ヶ月間とする。 
 

【指名停止等措置要綱 別表第２（建設業法違反行為）の11の項該当】 
措  置  要  件 期  間 

11 九州地域内において、建設業法の規定に違反し、建設工事の

請負契約の相手方として不適当であると認められるとき（前項

に掲げる場合を除く。）。 

当該認定をした日から 
1月以上9月以内 

 

 


